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第１章　計画策定の目的

1 計画策定の目的

2 位置付け

3 計画期間

4 庁内の体制

　庁内関係部署間の公共施設等の管理に関する情報の共有化が必要なことから、音更町

行政改革推進本部に専門部会を設置して取り組みます。

　総合管理計画の推進においては、中長期的な視点が不可欠であることから平成２８年

度から平成４７年度までの２０年間を対象期間とします。なお、期間内であっても必要

に応じ適宜見直すものとします。

しました。

ために、『音更町公共施設等総合管理計画』（以下「総合管理計画」という。）を策定

基本方針は、最上位計画である「音更町総合計画」のほか、「音更町都市計画マス

タープラン」との整合を図るとともに、公営住宅等長寿命化計画や橋梁長寿命化修繕計

画など各施設管理計画の上位計画として位置付け、公共施設の維持管理を計画的に進め

ます。

　音更町は、昭和４０年代後半から帯広市のベッドタウンとして市街地や団地の拡大な

どにより人口が増加がしてきました。こうした人口の増加や町民のニーズなどに応じて、

つ効率的に活用し維持管理費を適正な水準に抑えることが必要です。

ことで機能を維持しつつ、次世代への負担を軽減する最適な公共施設の配置を実現する

学校や図書館、公営住宅などの『公共建築物』や、道路や上下水道施設などの『インフ

ラ施設』といった多くの公共施設を整備してきました。

化など社会情勢の変化により平成３２年をピークに人口の減少が見込まれ、町税の減収

や扶助費等の増加により財政状況が厳しくなることが予想されます。

　こうした公共施設は昭和４９年度頃から急激に整備されており、近い将来、一斉に改

修や更新時期を迎え、多額の維持更新費が見込まれます。今後は、人口減少・少子高齢

　こうした課題の解決には、拡大成長を前提としたまちづくりから、持続可能な都市形

成を目指すコンパクトなまちづくりへの転換が必要不可欠であり、公共施設を効果的か

　このため本町では、施設の適切な規模とあり方を検討し、公共施設の管理を徹底する



5 対象施設

・・・教育施設、公営住宅、文化施設、

スポーツ・レクリエーション施設

子育て支援施設、行政施設、

社会教育施設、保健・福祉施設

公園施設、その他施設

・・・道路、橋りょう、上下水道、公園等

・・・遊休地

・・・動産、金融資産等その他

インフラ施設

町有財産

公共施設

　本町の所有する財産のうち、全ての公共施設及び当該施設用地を対象とします。

公共建築物

土　地

計画対象施設



第２章　人口と財政の状況

1 人口の推移

※２０１０（平成２２）年までは国勢調査、推計値は社人研の推計方法に準拠した推計値

が、平成５７年をピークに減少に転じると推計されています。

人口の推移と将来推計

４３,７６２人になると推計されています。

　年齢３区分の人口については、平成２２年までは生産年齢人口（１５～６４歳）及び

高齢者人口（６５歳以上）は増加を続け、年少人口（１５歳未満）は横ばいで推移して

います。

平成１２年に年少人口と高齢者人口が逆転し、今後も高齢者人口は増加を続けます

　本町の国勢調査による人口は増加を続け、平成２２年には４万５千人を超えました。

住民基本台帳の人口推移においては、平成２２年１２月の４５,７０７人をピークとして

僅かに減少しています。（平成２７年確定値：４４,８０７人）

「音更町まち・ひと・しごと創生」総合戦略における人口ビジョンの町推計によれ

ば、平成３２年には４６,２７０人、平成５２年には４５,８１４人、平成７２年には



少子化と高齢化が進んでいることが分かります。

口の割合が高まる状況が続き、平成６７年からは低くなることが推計されています。

年齢３区分の人口比率の推移については、年少人口（１５歳未満）と生産年齢人口

（１５～６４歳）の人口割合が減少する一方、高齢者人口（６５歳以上）は増えており、

　また、少子化については今後も継続し、高齢化については、平成６２年まで高齢者人

年齢３区分の人口比率の推移

実
績
値

推
計
値



2 財政状況

していますが、人口の鈍化等により、今後は減収となる見込みです。

る見込みであり、財政収支の悪化が懸念されます。

＜歳入＞

＜歳出＞

　歳出は、これまでも人件費や投資的経費の抑制、公債費の縮減に取り組んでおり、一

定の財政効果はあるものの、社会保障費支出である扶助費が、ここ１０年で約１．５倍

となっているほか、今後は特別会計への繰出金や公共建築物の維持管理費が支出増とな

　本町の歳入の根幹である町税や地方交付税などの一般財源は約１２０億円前後で推移



第３章　公共建築物の現状と課題

1 公共建築物分類別保有状況

均３．２２㎡（総務省自治財政局財務調査課）よりも多い状況です。

めていることがわかります。

（※）町民一人当たり面積の算定は、平成２８年３月末 の住基台帳人口（45,211人）を使用。

公共建築物分類表（50㎡以上の施設）

　総合管理計画が対象とする公共建築物数は、平成２８年３月末時点で４６３施設、総

延床面積は２５５,８３８㎡で、町民一人の延べ床面積は５．７㎡
（※）

にあたり、全国平

　分類としては、教育施設等（８４,００１㎡、３２．８%）が最も多く、続いて公営住

宅等（７０,０１５㎡、２７．４%）となっており、この２分類だけで全体の約６割を占

教 育 84,001 32.8 18 小学校・中学校

分 類 面積（㎡） 割合（％） 施設数 代表的な施設

文 化 30,264 11.8 45 文化ｾﾝﾀｰ・地域会館・コミュニティセンター

公 営 住 宅 70,015 27.4 158 公営住宅・町営住宅

スポーツ・レクリエーション 12,493 4.9 14 総合体育館・プール・野球場

そ の 他 28,316 11.1 186 火葬場・旧教育施設

4 保健センター・健康増進センター

子 育 て 支 援 8,015 3.1 22 保育園・学童保育所

行 政 13,424 5.2 10 庁舎・支所・消防庁舎・消防会館

計 255,838 100.0 463

公 園 247 0.1 3 管理棟・便所

社 会 教 育 4,563 1.8 3 図書館・ふれあい交流館

保 健 ・ 福 祉 4,499 1.8



2 築年別整備状況

は７７,８４５㎡、全体の３０．４% となっています。

㎡、全体の２３．１% となっています。

なります。

老朽化施設割合

の施設を多く整備してきました。現在、公共建築物の平均経過年数は３１年となってお

り、すでに建築後３０年を経過している公共建築物（昭和６１年以前に建築した施設）

　また、旧耐震基準である昭和５６年５月以前に建築された公共建築物は、５９,２２１

　今後は、公共建築物の集約や統合を行い、一人当たりの延床面積の縮減を図ったり、

利用が見込まれない施設の取り壊し等により、公共建築物の最適な配置の実現が課題と

　人口の増加に伴い、昭和４０年代から平成中期にかけて、主に教育施設、公営住宅等

（人）

＜現状＞ ＜10年後＞ ＜20年後＞

（㎡）

経過年数：３０年未満（昭和６１年以降） １７７，９９３㎡ ６９．６％経過年数：３０年以上（昭和６１年以前） ７７，８４５㎡ ３０．４％



3 インフラ施設整備状況

し等により、増大する維持管理費をいかに縮減するかが課題となります。

＜道　路＞

＜橋りょう＞

　インフラ施設（道路・橋りょう・上水道・下水道）については、整備年度が集中して

おり急速に老朽化が進行します。今後は、更新時期の分散化、あるいは管理手法の見直

（橋）

橋りょう数：394橋

道路総延長：1,042,730ｍ

（ｍ）

経過年数：５０年以上

（昭和４１年以前）



＜上水道＞

＜下水道＞

経過年数：４０年以上

（昭和５１年以前）

経過年数：５０年以上

（昭和４１年以前）



第４章　公共施設の更新費用

＜更新費用の推計＞

※推計の手法

１．現在の公共建築物をそれぞれ設定した耐用年数の経過後に現在と同じ面積・延長等で更新すると仮定

　して推計。

２．公共建築物の面積・延長の数量データに更新単価を乗じることにより将来の更新費用を推計。

３．総務省の公共施設更新費用試算ソフトを活用。公共施設は60年で建替え（30年で大規模改修）、

　道路は15年で舗装部分の更新（打換え）、橋りょうは60年で架替え、上水道管は40年、下水道管は

　50年で更新すると仮定。

おいては４０年間で２４１．７億円、年平均で６．０億円はこれまでの経費の１５．０

倍となり、現状では更新が困難であることが想定できます。

　また、上・下水道施設においては、都市としての成熟度合いから、新規の投資拡大は

想定されないものの、過去の設備投資の多くが他の公共施設よりもはるかに短期間に行

われたこともあり、より短期間でその更新時期を迎えるため、町民の負担増は上下水道

あわせて２．６倍を超えるものとなります。

今後の推計

6.0億円 

18.4億円 

10.7億円 

73.0億円 

1.3

3.6

15.0

1.9

Ｈ23-27年

単年平均　Ａ

倍率

20.0億円 

3.2億円 

　今後４０年間、全ての公共建築物をこのまま保有し続けた場合の必要コストを総務省

提供ソフトを活用し試算したところ、４０年間で１,０６１．７億円、年平均２６．５

億円となり、これまでにかけた投資的経費の年平均と比較して１．３倍になります。

　公共施設の問題を考える上で、インフラ施設（道路・橋りょう・上下水道）の維持管

理についても考慮する必要があります。これらインフラ施設は、社会経済活動や地域生

活を支える社会基盤として、日常の交通機能等とともに、防災対策としても重要な役割

を担っています。

　本町では、今後４０年間このままインフラ施設を全て保有し続けた場合に必要なコス

１億円、年平均で１１．４億円となり、これまでの投資的経費の３．６倍、橋りょうに

トを公共建築物と同様に一定の条件のもとで試算したところ、道路は４０年間で４５６．

40年累計

1,061.7億円 

456.1億円 

241.7億円 

734.7億円 

426.9億円 

2,921.1億円 

8.2

2.1

単年平均　Ｂ Ｂ/Ａ

26.5億円 

11.4億円 

公共建築物

道 路

橋りょう

上 水 道

下 水 道

合 計

0.4億円 

9.7億円 

1.3億円 

34.6億円 



＜将来の更新費用の推計－公共建築物＞

＜総面積による将来の更新費用の推計－道路＞

＜構造別面積による将来の更新費用の推計－橋りょう＞

（48.4）



＜管径別年度別延長による将来の更新費用の推計－上水道＞

＜管種別年度別延長による将来の更新費用の推計－下水道＞

＜町民一人当たりの負担＞

現状の公共建築物保有面積は約２５万㎡で、町民一人当たり５．７㎡を保有してお

り、直近５年間における町民一人当たりの投資的経費は年平均４４,５００円です。

　現状の投資的経費を今後も維持した場合は、更新できる保有面積は１９．４万㎡まで

減少しなければならず、２４％の公共建築物（６．２万㎡相当）が維持できなくなる計

算となります。

　年々、扶助費が増加している状況にあり、今後の高齢者人口割合から考えると、更な

る増加が見込まれますので、改修費や更新費の増額は厳しい状況にあります。仮に現状

の公共建築物を保有する場合は、施設使用料の値上げも検討しなければなりません。



第５章　公共施設の管理に関する基本的な考え

平成２８年度～平成４７年度（総合管理計画期間）

平成４８年度～平成６７年度

※PPP・・Public Private Partnershipの略。公共サービスの提供に民間資本や民間のノウハウを利用し、

効率化や公共サービスの向上を目指すもの。

　PFI・・Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力

等を活用することで効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法をいう。

行っていましたが、今後は、軽微な損傷でも大規模な修繕に繋がるおそれがある場合は

予防的な補修や修繕を行い、施設の長寿命化を図ります。

公共建築物の更新に当たっては、民間の技術・ノウハウ、資金等を有効利用するた

め、ＰＰＰ／ＰＦＩ
※
の効果を調査研究し、活用を検討します。

２３０,０００㎡
Ｈ47末
施設面積

２５５,８３８㎡現有施設面積

Ｈ47末
施設面積

２３０,０００㎡
Ｈ67末
施設面積

１９４,０００㎡

目指します。

削減した公共建築物は、積極的に譲渡や有償貸与を進めます。なお、損傷等が著し

く、継続しての使用が困難と判断した施設については解体し、更地としたうえで土地の

有効活用を検討します。

公共建築物の維持管理は、これまで維持管理水準を下回った時点で大規模な補修を

　公共建築物の集約や統廃合等を進め、必要な機能を維持しつつ、新設は原則的に行わ

ないこととします。

　今後２０年間の人口の推移は横ばいを想定しており、大規模な縮減は厳しい状況です

ので、総合管理計画期間内では１０％の削減を目標とします。総合管理計画期間終了後

の平成４８年度から２０年間でさらに１４％の削減を行い、保有可能面積までの縮減を

　今後の人口動向を考慮すると、現在のサービス水準を維持する必要があり、公共施設

を削減しにくい状況にありますが、財政の健全性を確保するためには、より一層の維持

管理の効率化を図ることや、公共建築物の集約や統廃合・廃止について検討しなければ

なりません。

＜全体計画＞

10％削減

14％削減



（１）教育施設（小中学校）、子育て支援施設（保育園・へき地保育所等）の方向性

ます。

（２）公営住宅（町営・公営）の方向性

（３）文化施設（コミュニティセンター・地域会館等）の方向性

に入れて保有総量の抑制を検討します。

（４）その他施設（教職員住宅・旧教職員住宅）の方向性

（５）スポーツ・レクリエーション施設（総合体育館・プール・野球場等）の方向性

とともに、集約化を検討しながら計画的な施設の改修を進めます。

　旧教職員住宅についても教職員住宅と同様に、用途が見込まれない施設については、

除却して保有総量の抑制を進めます。

　温水プールは築１６年、総合体育館は２５年を経過しており、農村部の地区水泳プー

ルに至っては築４０年を超えています。

　今後は、「スポーツ施設整備計画」に基づき施設利用者に応じた効率的な運営を図る

になります。人口の動向から考えて地域会館等の削減は厳しい状況ですが、施設の長寿

命化を図るため予防的な修繕を実施するほか、用途の異なる既存施設の有効活用も視野

教職員住宅については、施設の約半数が築３０年を超えており、入居率は約半数と

なっています。今後は、利用状況に応じ改修することとし、利用が見込まれない施設に

ついては、用途廃止や除却して保有総量の抑制を進めます。

られています。公営住宅については、耐用年数や居住性能の判定のほか、まちづくりを

踏まえて施設の在り方を策定した「公営住宅等長寿命化計画」や「住宅マスタープラ

ン」に基づき、予防的修繕や更新、集約、除却を進めます。

　コミュニティセンターや地域会館等は、町内会活動の拠点として重要な役割を担う施

設です。地域会館等の多くは築２０年を超えており、計画的に改修を進めることが必要

維持しなければなりませんが、地域によっては児童数や生徒数が減少していく箇所も予

想されますので、周辺の教育施設等との集約を検討します。逆に施設が不足する場合

は、周辺公共建築物との複合化や既存施設の有効利用を図り、総保有量の抑制を目指し

公営住宅の約３５％が耐用年数を超えている状況にあります。公営住宅の利用率は

９８．８％と高く、入居者の４７．３％は高齢者であり、施設のバリアフリー化が求め

　本町における年少人口は、現状維持を想定しています。このことから、今後も施設を



（６）行政施設（役場庁舎・木野支所・消防施設）の方向性

（７）社会教育、保健・福祉施設の方向性

（８）インフラ施設の方向性

※畑地かんがい施設・・・農作物の成長を促すために使用する水を「畑地かんがい」という。この水を供給

するための施設を「畑地かんがい施設」と言い、川の水を引き込む頭首工や畑まで水を引くための水路や管

等のこと指す。

＜フォローアップの実施方針＞

＜町民との協働＞

見直しを行います。

　また、計画の進捗状況は、ホームページで周知する等、議会や町民に対し随時情報提

供を行います。

　公共建築物のあり方を検討する際には、町民等へ積極的に情報を提供し、町民参加手

続きを経て、施設管理を推進します。

算の縮減や平準化を図ります。

　上水道や下水道については、現在策定中の更新計画や長寿命化計画において、実耐用

年数を勘案した更新計画により施設の耐震化や長寿命化の予防的修繕を図るほか、更新

時には施設の集約化も検討し、施設管理に係る予算の縮減化や平準化を行います。

　年度単位で進捗状況を評価し、財政状況の変化により計画の変更が生じたときは適宜

農業用排水や畑地かんがい施設
※
等の農業施設についても道路や橋りょうと同様に、

日常的なパトロールにより状況を把握して予防修繕を実施し、補修や更新にかかる予算

の縮減や平準化を図ります。

図書館や保健センター等については予防的な補修や修繕を行い、長寿命化を図りま

す。更新の際は、他施設との複合化や多機能化を検討して総保有量の抑制に努めます。

　道路や橋りょう、公園については、各長寿命化計画等に基づき点検を行い、点検結果

や各施設の優先度などを考慮して計画的に修繕を行います。また、日常的なパトロール

により施設状況を把握し、劣化が進む前に予防的な修繕を行い、補修や更新にかかる予

　役場庁舎は昭和５２年に建設しており、現耐震基準を満たしておりません。現在、耐

震基準の適合化と老朽化を解消するため、庁舎改修の準備を進めているところです。

　行政施設は、住民サービス提供の場はもとより、災害時には対策本部等の拠点となる

重要な施設ですので、最大限の長寿命化を図りつつ、計画的な更新を行います。



＜まちづくりとの関連性＞

※立地適正化計画・・・医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする

住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体

の構造を行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりを促進するための制度。

互に連携するものとされており、立地適正化計画の策定を図る際にはこれを踏まえて公

共建築物の配置等を検討します。

　人口推移は現状維持を想定していますが、地域ごとで考えると減少や高齢化が急速に

進展することも考えられ、今後は都市機能の集約や市街地の活性化を考えなければなり

ません。このようなコンパクトなまちづくりについて、国では都市機能の集約を含めた

都市再生や地域交通網の再構築、中心市街地の活性化を推進しており、その具体的な施

策として立地適正化計画制度
※
が創設されております。この計画と総合管理計画とは相



その他

○小中学校及び地域会館等施設位置図（農村部）

市街地

「別図」



○小中学校及び地域会館等施設位置図（市街地）
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◯関連する各種計画 

計画名 計画期間 所管課等 

第６期音更町総合計画 Ｒ３ ～Ｒ１２ 企画課 

第２期音更町まち・ひと・しごと創生総合戦略 Ｒ３ ～Ｒ７ 企画課 

第２期音更町子ども子育て支援事業計画 Ｒ２ ～Ｒ６ 子ども福祉課 

音更町田園環境整備マスタープラン Ｈ１４～ 土地改良課 

音更町都市計画マスタープラン Ｒ３ ～Ｒ２２ 都市計画課 

音更町公園施設長寿命化計画 Ｒ３ ～Ｒ１２ 土木課 

音更町橋梁長寿命化修繕計画 Ｈ２３～Ｒ１０ 土木課 

音更町住生活基本計画 Ｒ２ ～Ｒ１２ 建築住宅課 

音更町公営住宅等長寿命化計画 Ｒ２ ～Ｒ１２ 建築住宅課 

音更町流域関連公共下水道事業計画 Ｓ４９～Ｒ７ 上下水道課 

音更町公共下水道事業計画 Ｓ５４～Ｒ７ 上下水道課 

音更町個別排水処理施設整備計画 Ｈ１２～Ｒ１１ 上下水道課 

音更町下水道事業経営戦略 Ｒ３ ～Ｒ１２ 上下水道課 

音更町水道事業経営戦略 Ｒ１ ～Ｒ１１ 上下水道課 

音更町簡易水道事業経営戦略 Ｒ４ ～Ｒ１３ 上下水道課 

 

◯公共施設等総合管理計画専門部会 会員名簿 

役職 対象施設 

企画財政部企画課長 上位計画担当 

企画財政部財政課長 旧小学校、旧教職員住宅等、財政担当 ※事務局 

総務部総務課長 本庁舎 

総務部危機対策課長 避難所施設 

町民生活部町民課長 地域会館、コミュニティセンター等 

町民生活部環境生活課長 火葬場等 

町民生活部木野支所長 木野地域町民センター 

保健福祉部福祉課長 上位計画担当、避難所施設 

保健福祉部子ども福祉課長 保育園、学童保育所等 

保健福祉部健康推進課長 保健センター 

保健福祉部高齢者福祉課長 地域包括支援センター等 

経済部農政課長 大牧牧場等 

経済部産業連携課長 道の駅おとふけ、ふれあい交流館 

経済部商工観光課長 十勝川温泉観光ガイドセンター等 

経済部土地改良課長 農業用排水施設等 

建設部都市計画課長 上位計画担当 

建設部土木課長 道路、橋りょう、公園施設 

建設部建築住宅課長 公営住宅等 

上下水道部上下水道課長 上下水道施設 

教育委員会教育総務課長 学校、教職員住宅等 

教育委員会生涯学習課長 公民館等 

教育委員会文化センター館長 文化センター 

教育委員会図書館長 図書館 

教育委員会スポーツ課長 スポーツ施設 

音更消防署総務課長 消防署、消防会館等 

 

 



※部署名などの軽微な変更は、随時行っています。

音更町企画財政部　財政課

〒080-0198

ＦＡＸ　0155-42-2117　　　　　 

E-mail 　zaiseika@town.otofuke.hokkaido.jp

平 成 ２ ９ 年 ３ 月

音更町公共施設等総合管理計画

ＴＥＬ　0155-42-2111（内226）

北海道河東郡音更町元町２番地


